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はじめに 

 

「四條畷市行財政改革プラン（H19～H23）（以下、「プラン」という）」は、実質収支赤字額を抑制し、次世代に 

 

負担を先送りしない持続可能な財政構造への転換を図り、安心して住みつづけられるまちになることを目標に、平成 

 

１９年３月に策定したものです。期間中には１１７項目に及ぶ改革を掲げており、このうち８９項目については平成 

 

２２年度までに取組みを終えましたが、残る２８項目について、引き続き、取組みを実施していくことになりました。 

 

平成２３年度における主な取組み結果として、幼稚園のあり方の検討、事業系ごみ処理手数料の見直し、ふれあい 

 

教室利用料の見直しなど各項目について取組みを完了させることができました。 

 

本プランは、平成２３年度をもって計画期間が終了したことから、期間内に未完了となった改革項目を含め、平成 

 

２４年度から開始の「行財政改革（後期プラン・Ｈ24～H29）」において更なる取組みを実施し、これまでと同様に 

 

効率的・効果的な行財政運営を推進していきます。 

 

このたび、平成２３年度のプランの取組み状況及び平成１９年度から平成２３年度までの取組み結果をとりまとめ 

 

ましたので、市民の皆さまにお知らせいたします。 

 

四條畷市長 田 中 夏 木 



 

2 

  

実施年度別項目数 

 

プランに掲げる改革内容の実施年度は下表のとおりです。一部の改革内容には、複数課に及ぶものがあることから、 

 

延べ項目数は１１９項目になっています。 
 

実施年度分布表                                                

プラン策定時 合計 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

合計（項目） １１９ ８９ ２２ ７ １ ０ 

分布の割合（％） １００ ７４．８ １８．５ ５．９ ０．８ ０ 
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平成２３年度の取組み実施済み項目 
 

（１）民間委託等の推進 

   ・幼稚園のあり方の検討 

   ・広報誌配布方法の変更 

（２）事務・事業の再編、整理、廃止、統合 

   ・委託内容の点検 

（３）情報公開の推進 

   ・議員等からの要望等に関する情報公開制度の検討 

（４）財政構造改革 

・事業系ごみ処理手数料の見直し 

・新たな受益者負担の検討 

・市債の発行抑制 

・ふれあい教室利用料の見直し 

（５）補助金等の整理合理化 

・一部事務組合への負担金の抑制 

（６）公共工事の適正化 
・建築積算業務における見積査定マニュアルの作成 

  

計画期間内に取組みを完了できなかった項目 
 

（１）民間委託等の推進 

・民間委託可能事務の抽出 

   ・公立保育所の民営化の検討 

（２）地域協働の推進 

・インターネットを活用した「（仮称）市民活動支援サイト」を開設 

・区長会のあり方の検討 
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（３）事務・事業の再編、整理、廃止、統合 

・し尿収集処理方法の見直し 

・市有建築物保全台帳の作成と保全計画の策定 

（４）定員管理の適正化 

   ・退職者の補充を抑制することにより平成２４年４月１日現在には総職員数３８３人を目指す 

（５）人件費の抑制 

・職種区分による給料表の導入 

（６）人材育成の推進 

   ・役職定年制度の検討 

（７）情報公開の推進 

   ・職員労働団体との交渉結果の公表 

（８）電子自治体の推進 

   ・情報管理マネジメントシステムの確立 

（９）財政構造改革 

   ・粗大ごみ処理の申込み制導入と有料化の実施 

・一般家庭ごみ処理の有料化の検討 

・し尿処理手数料の見直し 

・各施設使用料（グリーンホール田原・学校施設・社会教育施設・公民館）の見直し 

・保育所保育料の見直し 

・幼稚園入園料の見直し 

（10）地域活性化策の展開 

   ・砂・蔀屋地区における商業業務施設の集積を推進 
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プランの進捗状況 
  

平成２３年度に実施する予定の２８項目中、実施済みとなった項目数は１０項目となりました。これにより、全１１９に及ぶ取組項目

中、１０１項目（達成率：84.9%）について改革を完了することとなりました。平成２３年度末までに未完了となった１８項目につい

ては、行財政改革（後期プラン・Ｈ24～Ｈ29）で継続して取組みを実施していくものを含め、取組みの早期完了に向け、引き続き、努

力していきます。   

なお、部局別の進捗状況は下表のとおりです。 

 

取組み進捗状況部局別分布表（平成２３年度末現在）                           （単位：項目） 

 
合計 

平成１９年度 

実施済み ※ 

平成２０年度 

実施済み ※ 

平成２１年度 

実施済み 

平成２２年度 

実施済み 

平成２３年度 

実施済み 

平成２３年度 

未完了 

行政経営室 ２６  １３（２） ２    1 4 4 2 

総務部 ３９  １９（２） １    7 5 1 6 

市民生活部 １３  ５（１） １        2 1 4 

健康福祉部 １０  ３    ２    1 1 1 2 

建設部 ７  ４                 1 2 

上下水道局 ９  ４（２） ３（１）   2   

田原支所 １  １            

消防本部 １     1   

教育委員会事務局 ７  ２    １         1  1 1 1 

監査委員事務局 １  １（１）      

複数部局 ４  ２        1          1 

全部局 １           1  

合 計 １１９  ５４（８） １０（１） １１   １6   10    18  

 

分布の割合（％） 

 

１００  

 

45.4 

 

8.4  

 

 

9.3 

 

      

13.4 

 

    8.4 

 

 

15.1 

※（ ）内の数値は前倒し実施項目（内数）を示しています。 
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プランの目標と成果 
① 実質収支赤字額の抑制 

平成 2３年度一般会計決算は、地価の下落の影響などにより市税が大きく減収したものの、これまでに引き続き、人件費などの内

部経費の削減や事務事業の見直しによる業務改善など各種経費の節約を徹底するなどし、実質収支黒字を堅持することができました。     

しかし、今後も市税などの歳入の増加が見込めない中、高齢化の進展による社会保障経費の増加や公共施設の老朽化に伴う施設の

改築費用への対応など、財政にとって厳しい局面が予測されます。このことから、今後も行財政改革（後期プラン・Ｈ24～Ｈ29）

に基づく改革項目を着実に実行し、健全な財政構造を目指していきます。 

                                  （単位：百万円） 

実

質

収

支 

年 度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

目標値 △８６０ △５３１ △５２６ △８０５ △８２６ 

実績値 △３６５   １８４   ４７３  ４７５  ５３７ 

 

② 市債残高の減尐（全会計） 

   本市における市債残高のピークは平成１２年度末で４６７億円ありましたが、平成２３年度末までの間に７３億円減尐し、３９４

億円となりました。平成２０年度以降に発行した臨時財政対策債を除くと１０７億円減尐の３６０億円となり、平成２３年度末目標

値を達成することができました。 

  今後も、次世代に負担を先送りしない持続可能な財政構造とするため、市債の発行を抑制し、市債残高の縮減に努めていきます。 

                                 （単位：億円） 

市
債
残
高 

年 度（各年度末） 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

目標値（全会計） ４３６ ４２４ ４０９ ３８６ ３６３ 

実績値（全会計） ４３５ 
４３０ 

（４２５） 

４１７ 

（４０４） 

４０６ 

（３８２） 

３９４ 

（３６０） 

再
掲 

目標値（一般会計） ２０８ ２０２ １９３ １７８ １６２ 

実績値（一般会計※） ２０９ 
２０８ 

（２０３） 

２００ 

（１８７） 

１９４ 

（１７０） 

１９０ 

（１５６） 
   

※土地取得特別会計を含む、（  ）内は平成２０年度以降に新規発行した臨時財政対策債を除いた残高です。これは本プラン作成時には見込んでいな

かった臨時財政対策債が国の財政事情等によって制度が延長されたため、この外部的要因を除いた数値を示しているものです。 
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③ 土地開発公社保有地簿価の減尐 

   土地開発公社が保有する土地の簿価総額は、平成19年度末の５２億円から４０億円減尐し、平成2３年度末では１２億円となりま

した。保有土地のすべては、公有地取得事業として将来市が買い戻すことを約束して取得したものですが、事業の遅延や事業計画の

見直し、また、市の財政状況も厳しいため、これまではなかなか買い戻しが進みませんでした。しかし、平成20年度に多額の特別土

地保有税が納入されたため、この財源の一部を使い、平成20年度から平成２１年度に亘って土地の買い戻しを一気に進めました。さ

らに平成２３年度においても計画的に買い戻しを実施しました。すでに平成２３年度までの目標値は達成しているものの、今後も将

来負担の軽減を図るため、着実に買戻しを進めていきます。 

                               （単位：億円） 

保

有

地

簿

価 

年 度（各年度末） 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 

目標値 ５１ ５０ ４９ ４８ ４７ 

実績値 ５２ ３９ ２３ １６ １２ 

 

④ 総職員数の削減 

これまで民間委託の推進をはじめ、事務の効率化の推進や多様な雇用形態の活用などにより組織の整理・合理化を進めてきたこと 

  により着実に総職員数を減らしてきました。この結果、平成２４年４月１日現在の総職員数は４０５人となりましたが、民間委託の

実施の遅れなどが影響し、目標値の３８３人には２２人及びませんでした。このことから、今後も引き続き、行財政改革（後期プラ

ン・Ｈ24～Ｈ29）において民間委託などの実施状況を勘案しながら、総職員数の抑制を図っていきます。 

    

                               （単位：人） 

年 度（各年４月１日） 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成 24 年 

総職員数 ４７２ ４４６ ４１７ ４０３ ４０７ ４０５ 

対１８年削減数 １４ ４０ ６９ ８３ 79 ８１ 
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各欄の説明（「四條畷市行財政改革プラン取組み変遷表」参照） 

 
【通番】 

  平成１９年３月に策定した「四條畷市行財政改革プラン（H19－H23）」に掲げた改革内容の通し番号です。 

 

【平成１９年度中実施済み項目】 

  平成１９年度中に実施された改革内容を示します。当該改革項目には、実施予定年度が平成１９年度としたものはもとより、平成２

０年度以降の改革内容を前倒しして実施した項目を含みます。 

 

【平成２０年度中実施済み項目】 

  平成２０年度中に実施された改革内容を示します。当該改革項目には、実施予定年度が平成２０年度としたものはもとより、平成１

９年度から継続して実施することになったもの、平成２１年度以降の改革内容を前倒しして実施した項目を含みます。 

 

【平成２１年度中実施済み項目】 

  平成２１年度中に実施された改革内容を示します。当該改革項目には、実施予定年度が平成２１年度としたものはもとより、平成１

９年度及び平成２０年度から継続して実施することになった項目を含みます。 

 

【平成２２年度中実施済み項目】 

  平成２２年度中に実施された改革内容を示します。当該改革項目には、実施予定年度が平成２２年度としたものはもとより、平成１

９年度、平成２０年度及び平成２１年度から継続して実施することになった項目を含みます。 

 

【平成２３年度中実施済み項目】 

  平成２３年度中に実施された改革内容を示します。当該改革項目は、平成１９年度及び平成２０年度から継続して実施することにな

った項目です。 

 

【計画期間中未完了項目】 

  平成２３年度末までの計画期間中に取組みが完了できなかった項目です。 
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各欄の説明（「四條畷市行財政改革プラン改革内容一覧表」参照） 

 
この表は、プランに掲げた１１７項目のうち平成２２年度までに取組み実施済みとなった８９項目を除く２８項目の「改革内容」を部

局別に並べたものです。 

【通番】 

  平成１９年３月に策定した「四條畷市行財政改革プラン（H19－H23）」に掲げた改革内容の通し番号。 

【改革内容】 

  行財政改革プランに掲げた具体的な改革内容を示しています。 

【概要】 

  行財政改革プランに掲げた改革内容の概要を示しています。 

【実施予定年度】 

  改革内容の実施（取組み）年度を示しています。 

【部局・課等】 

  改革内容の実施主体を示しています。 

【取組み状況】 

 （区分） 

  ３段階（「実施済み」、「内容変更」、「未完了」）に分類し、取組みの進捗結果を示しています。 

 （内容）  

取組みの概要を示しています。 

【進捗管理指標】（参考） 

 改革内容の実施により、取組みによる効果が数値等に表れるものを参考として掲載しています。 
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Ｐ１２～Ｐ２０は別添ファイル「改革内容一

覧表」をご覧ください。 
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市の財政状況（一般会計） 
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市の借金である市債は、平成１３年度以降に地方交付税制度の見直しによ

り、地方交付税の減額分を地方公共団体が自ら借金をして補てんすることと

なり、臨時財政対策債（赤字地方債）を発行してきたため、平成１６・１７

年度で市債残高がピークとなりました。しかし、依然として臨時財政対策債

の発行は続いているものの、ここ数年は、普通建設事業の取捨選択により、

建設地方債の発行を抑制していることから、市債残高は徍々にではあります

が減尐してきています。             

 今後も市債残高を着実に減尐させ、将来世代への負担を抑制していくため、

元金返済額以上の借入は行わない財政運営を心掛けていきます。 

 

経常収支比率は、市においては７５％程度が理想値とされていますが、本市の場合、

平成１９年度まで毎年１００％を超える非常に高い比率となっていました。  

 平成２０年度は、２５億円余りもの多額な特別土地保有税が臨時で納入され、市税収

入が大幅な増収となったことにより一時的に８１．１％と大きく改善しました。                              

  平成２３年度は、歳入（経常一般財源）では地方交付税が増加したものの、歳出（経

常経費充当一般財源）では退職手当などの要因により人件費が増加したことなどが影響

し９７.７％と、前年度から１.４％悪化しました。          

 経常収支比率が１００％に近い状態にあるということは、市税などの経常的な収入で

人件費などの経常的な支出を充分に賄うことができない状況にあり、新しい施策に財源

を使えないだけでなく、現行の施策を維持することすら困難な状況にあると言えます。  

 財政運営の健全化を図るためには、経常収支比率を改善することが必要丌可欠とな

っています。 

 

※府内平均は大阪市・堺市を除き、全国平均は大都市を含み特別区を除く。          
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歳入の根幹である市税は、長引く景気の低迷や減税制度等の影響を受け減尐傾

向が続いていましたが、平成１９年度は三位一体改革により国から地方への税源

移譲が実施されたことなどにより前年度から６億円増加しました。平成２０年度

は２５億円３千万円余りの特別土地保有税が納入されたため、さらに前年度から

２６億円余り増加しました。しかし、平成２１年度は特別土地保有税が前年度に

限っての納入であったこと、景気後退による法人税の落ち込みなどにより前年度

から２７億円を超える減収となりました。平成２３年度も地価下落の影響などに

より前年度から１億円余り減収となりました。 

 地方交付税は、歳入の２０％弱を占める貴重な財源ですが、国の地方交付税の

縮減措置により減尐傾向にありましたが、平成２０年度以降は地方再生のために

必要な経費が上乗せ措置されたこと、市税の減収に対応するため増加してきてい

ます。 

義務的経費とは、その支出が義務付けられ、任意に削減できない経費をいい

ます。義務的経費は、人件費、生活保護費や医療費助成などの扶助費、借金の

返済にあてられる公債費からなり、平成２３年度決算では歳出の約６５％を占

めています。このうち、人件費は、退職手当の多寡によって前年度から増加し

ている年もありますが、職員数削減の効果などにより退職手当を除けば年々減

尐しています。扶助費は、生活保護費や尐子・高齢化社会に伴う各経費の伸び

により増加しました。公債費は、例年以上の借換債の発行があったため前年度

から大幅に増加しました。普通建設事業費の抑制によって市債の発行を抑えて

いるものの、近年は臨時財政対策債の発行が多額にのぼっていることにより借

換債を除いた公債費でも増加傾向にあります。 
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人件費総額は、退職手当の大小によって前年度から増加している年もありま

すが、職員給は、職員数の削減や各種手当のカットなどによる効果により年々

減尐している傾向にあります。  

 人件費の抑制は、行財政改革の大きな柱となっているため、今後も引き続き、

職員数の抑制など行財政改革（後期プラン）に掲げた取組みを行っていきます。   

しかし、職員数の抑制は、施設の統廃合や事務事業の民間委託が思うように

進まない場合、限界域に近づいてきているため、今後は、人件費以外の経費に

ついても事務事業の見直しなどにより節減していく必要があります。 

 

普通建設事業費は、道路や学校など社会資本を整備するための経費で、将来に市

の資産として残るものに支出される経費です。国から補助金を受けて行う補助事業

と、市が単独で行う単独事業などがあります。 

 平成２０年度は、土地開発公社の経営健全化を進めていくため、土地開発公社保

有地の買戻しに８億６千万円余り、平成２１年度は、同じく８億８千万円余りの買

戻しを行いました。平成２２年度は、小中学校校舎耐震補強等工事を主とする義務

教育施設関連事業に８億６千万円余り要しました。これらのことから、この３年間

は１０億円を大幅に超える事業費が続いていました。平成２３年度は、義務教育施

設関連事業が大幅に減尐したことなどから、８億円余りの事業費となりました。  

 今後も厳しい財政状況が続くことから、財政負担の軽減を図るため、各施設の長

寿命化計画を立てるなど、中長期的な視点に立った整備を進めて行く必要がありま

す。 
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基金残高は、市税や地方交付税の減収など収支の丌足に対応するために取崩しを行ったことから、

平成１４年度末から減尐傾向にありましたが、平成２０年度に２８億１，８００万円もの特別土地保

有税（延滞金含む）が臨時的に納入され、これを当該年度と翌年度にかけて土地開発公社保有土地の

買戻しを進める財源に使用するため、特別土地保有税の一部を含む 1６億円余りを一旦財政調整基金

へ積み立てたことにより、当該年度末基金残高では３４億４，２００万円と大幅に増加しました。 

 平成２１年度末は、土地開発公社保有土地の買戻しのため財政調整基金から１６億円余り取崩した

ため、前年度末から１５億２，２００万円減の１９億２，０００万円となりました。  

 平成２３年度末は、前年度決算黒字額の一定額を財政調整基金へ積み立てたものの、市税減収の影

響などへ対応するため財政調整基金から取崩しを行ったことにより、前年度末から３,７００万円減

の２０億４,２００万円となりました。  

 また、基金を一般会計に繰り入れて運用しています。これは、財源丌足額を賄うため、過去に基

金から一時的に現金を借入していたものです。平成２３年度末では４億９，６００万円の借入を行っ

ているため、基金借入額を除いた実質的な基金残高は平成２３年度末では１５億４，６００万円とな

りました。 
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健全化判断比率等の公表 
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健全化判断比率等の公表 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率等を公表します。     

この法律では、毎年度、健全化判断比率及び資金丌足比率を算定し、監査委員の審査に付した上、議会へ報告するとともに住民のみ 

なさんに公表することが義務付けられました。当該比率に応じて、財政の早期健全化、財政の再生並びに公営企業の経営の健全化に必

要な行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。 

 公表するのは、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の４指標（以下「健全化判断比率」とい

います。）と⑤資金丌足比率です。 

 健全化判断比率のうち１つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、資金丌足比率が経営健全化基準以上と

なった場合は経営健全化計画を作成し、議会の議決を経たうえで健全化を進めていく必要があります。 

平成２３年度決算に基づき算定された四條畷市の健全化判断比率及び資金丌足比率は、下表のとおりであり、全て基準を下回る結果

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「－」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示しています。 

※2 将来負担比率については、早期健全化基準のみとなります。 

 

 
   

≪健全化判断比率≫    

指  標 四條畷市 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 
-  

  （△4.50%） 
13.14%  20.00%  

連結実質赤字比率 
-  

18.14%  30.00%  
（△13.68％） 

実質公債費比率 11.0%  25.0%  35.0%  

将来負担比率 67.５%  350.0%    --- 
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≪資金丌足比率≫ 

特別会計 四條畷市 経営健全化基準 

水道事業会計 
- 

20.00% 
（△73.8％） 

下水道事業会計 
- 

 （△11.0％） 

※１ 資金丌足比率がないため「－」で表示し、参考に資金剰余の比率を（△）で示しています。 
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